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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

1

普通財産（土地） 普通財産（土地） （単位：㎡）
宅地 宅地
山林 山林

その他 その他
計 計

普通財産（建物） 延床面積 普通財産（建物）
旧あさひ なし
旧南公民
旧番原駐
旧庁舎・
じげの川

計

3

4

調整方法

現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
 
車輌については、別途調整する。

現行のとおり新町に引き継ぐものとする。

課題・問題点　なし

課題・問題　なし

幹事長専決事項

岡田賢治 若林成人

各種事務事業の取扱い 備考

財産の取扱い総務部会

岸　　本　　町

５財産の取扱い

普通財産の管理
普通財産の適正な管理を行うことを目的とする。

ワーキンググループ名

課題・問題点

行政財産の管理
行政財産を管理・維持する
　行政財産については、原則、施設等の設
置・管理条例及び設置・管理規則を定め
る。
 
【庁舎、農村環境改善ｾﾝﾀｰ】　総務課管理
【その他施設】　　　　　　　管理担当部
署管理
【車両】　　　　　　　　　　各配備課管
理
【その他財産】 総務課管理

行政財産の管理
行政財産を管理・維持する
行政財産については、原則、施設等の設置・管理条例及
び設置・管理規則を定める。

【庁舎】 　                総務課管理
【その他施設】　　　　　　　管理担当部署管理
【車両】　　　　　　　　　　原則総務課管理
【その他財産】　　　　　　　総務課管理

溝　　口　　町

68 宅地にはＨ16.12町が取得予定の住宅団地販売残１５区画
も含む325

496
140

2

旧あさひ保育所と旧南公民館は、平成１６
年度中に解体予定

14,914
115,866
181,561
312,341

6
####

普通財産の管理
普通財産の適正な管理を行うことを目的と
する。

財産の登記

目的：町有財産に係る所有権の明確化を図
り、財産の保全を目的とする。

内容：土地の取得及び処分を担当した課で
登記を行い、完了後は登記済証及び地形
図、地籍測量図等の関係書類を総務課に引
き継ぐ。
　総務課では、財産台帳に記載するととも
に関係書類を保管する。

財産の登記

目的：町有財産に係る所有権の明確化を図り、財産の保
全を目的とする。

内容：土地の取得及び処分を担当した課で登記を行い、
完了後は登記済証及び地形図、地籍測量図等の関係書類
を総務課に引き継ぐ。
　総務課では、財産台帳に記載するとともに関係書類を
保管する。

 問題
１．旧村名義の土地がある。
２．町道等の拡幅に伴い、地元から寄附採納
を行った土地について、未登記となっている
箇所がある。

１．旧村名義の土地
　現行のまま新町に引き継ぎ、合併後、新町
名義に登記替えを行う。

２．未登記の土地
　現行のまま新町に引き継ぎ、地籍調査の時
点で整理する。

自動車、原動機付自転車の管理及び運用に
関すること

公用車の管理について必要な事項を定め
る。
１　公用車両総括管理者　総務課長
２　安全運転運行管理者　総務課長
３　任意保険　　　　　（財）全国自治協
会

自動車、原動機付自転車の管理及び運用に関すること

公用車の管理について必要な事項を定める。
１　公用車両総括管理者　総務課長
２　安全運転運行管理者　総務課長
３　安全運転運行副管理者　総務課運転手
４　任意保険　　　　　（財）全国自治協会

１．安全運転運行副管理者の設置の有無

２．合併時の車輌配置計画の作成

合併時に次のとおり調整する。
１．安全運転運行副管理者を分庁舎に置く。
２．各部署（各課）の専属する車輌と共用車
輌と区別する。
３．管理及び車検等は専属車輌については各
部署（各課）で対応し、共用車輌は総務課で
対応する。
４．任意保険については、専属車輌・共用車
輌とも総務課で一括管理とする。

１



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

1

 
 報奨の程度 審査基準総合点数
 金賞 　90点以上
 銀賞 　70点以上
 銅賞 　50点以上
 努力賞 　30点以上
 提案賞 　10点以上

合併後に新たに定める。
 
報奨等の内容は新町で検討する。

総務部会

両町実施しているが職員からの提案はない。
報奨制度に差異がある。

職員の提案を報奨することができる。（金額の
規程はなし）

職員提案制度

町民サービスの向上・事務事業の改善・活力あ
る職場の実現を図る、また、職員の潜在的能力
の開発と改善意欲の増進を図る。
　町政に関する政策立案、事務改善について職
員から提案を求め、行財政改革検討委員会で採
用、趣旨採用と決定されたものについては、関
係所属課等で実施、検討等について必要な措置
をとる。
　職員等から提案があった場合、行財政改革検
討委員会で審査を行う。
　町長は、採用・趣旨採用となった提案につい
て、その内容事項を所管する関係所属長に対
し、実施・検討等について必要な措置をとるよ
う指示する。

 報奨金  採用       30,000円
   　　　趣旨採用 　10,000円

岸　　本　　町

各種事務事業の取扱い７機構及び組織の取扱い

職員提案制度
町民サービスの向上・事務事業の改善・活力あ
る職場の実現を図る、また、職員の潜在的能力
の開発と改善意欲の増進を図る。
　町政に関する政策立案、事務改善について職
員から提案を求め、提案審査委員会で採用、趣
旨採用と決定されたものについては、関係所属
課等で実施、検討等について必要な措置をと
る。
　職員等から提案があった場合、提案審査委員
会で審査基準により審査を行う。
　町長は、採用・趣旨採用となった提案につい
て、その内容事項を所管する関係所属長に対
し、実施・検討等について必要な措置をとるよ
う指示する。

備考

課題・問題点 調整方法溝　　口　　町

幹事長専決事項

森田　俊朗機構及び組織の取扱い岡田賢治

2



行政現況調書調整一覧表

専門部会名

合併協定項目

連番

1 ・職階の運用基準、運用方法が違う。合併時に一元化する。

給与表級別の職務を分類する表 行政職給料表級別職務分類表
別紙のとおり 別紙のとおり 次のとおりとする。

１級主事補級
２級主事級
３級主任級、経験を積んだ主事級
４級係長級、経験を積んだ主任級
５級課長補佐級、主幹級、経験を積んだ係長級
６級経験を積んだ課長補佐級
７級課長級
８級

2 ①技能労務職の給料表が一部違う。

○給料表 ○給料表
　一般行政職 ８級制（国と同じ） 　一般行政職 ８級制（国と同じ）
　技能労務職 ６級制（行政職(1)の表に一部組替） 　技能労務職 ６級制（行政職(1)の表に一部組替）

○給料表昇格基準 ○給料表昇格基準
別紙資料による 別紙資料による

級別標準職務表

給料表 給料表
②一般行政職、技能労務職の昇格基
準が違う。

●合併後、当分の間は、旧町の職務職階の調整
上、別紙の案により施行し、定員及び人員配置
の適正化に併せて、再度、上記の方針により見
直しをする。
合併時に一元化する。ただし、その細目につい
ては、両町の長の協議により決定するものとす
る。

級別標準職務表

備考

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点

12一般職の職員の身分の取扱 各種事務事業の取扱い

総務部会 一般職の職員の身分の取扱 責任者 岡田安路ワーキンググループ名責任者 岡田賢治

・原則、１職階１級ではあるが、職員の給与の
均衡上の観点から１職階２級とする。

総務課長、相当の経験及び実績を積んだ課
長級

幹事長専決事項

調整方法

3



職務
の級 職　務　の　内　容 職務

の級 職　務　の　内　容 職務
の級 職　務　の　内　容

１級
　主事補、技師補及び保育士

１級
１　定型的な業務を行う主事補、主事、技師補、書
記、保育士又は児童厚生員 １級

１　主事補、技師補、保育士及び児童厚生員

２　准看護師又は栄養士 ２　准看護師

２級

　主事、技師、保健師、管理栄養士及び保育士

２級

１　高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主
事、技師、書記、准看護師、栄養士、保育士又は児童
厚生員

２級

１　主事、技師、保健師、管理栄養士及び看護師

２　保健師、看護師又は管理栄養士 ２　高度の知識又は経験を有する准看護師、保育士又
は児童厚生員

主任、保育士主任、主任保健師、主任技師、主任管
理栄養士

１　主任 １ 主任、主任技師、主任保健師、主任管理栄養士、
主任保育士及び主任看護師

３級 ３級 ２　特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う
主事、技師、書記、栄養士、保育士又は児童厚生員

３級 ２　高度な知識又は経験を有する主事、技師、保健
師、管理栄養士及び看護師

３　高度の知識又は経験を必要とする業務を行う社会
教育主事、保健師、看護師又は管理栄養士

３　相当高度な知識又は経験を有する准看護師、保育
士又は児童厚生員

１　係長及び主任保育士 １　係長 １ 係長、保健師係長、管理栄養士係長、保育士係長
及び看護師係長

４級 ２ 高度な知識又は経験を有する主任、保育士主任、
主任保健師、主任管理栄養士及び主任技師

４級 ２　保健師長又は看護師長 ４級

３　高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任

４　特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う
社会教育主事

５級
１ 課長補佐、所長補佐、公民館長補佐、室長補佐及
び主幹 ５級

１ 課長補佐、室長補佐、局長補佐、次長補佐、館
長、所長、主幹及び主任保育士 ５級

１ 課長補佐、所長補佐、館長補佐、室長補佐、局長
補佐、次長補佐及び主幹

２　高度な知識又は経験を有する係長、主任保育士 ２ 高度な知識又は経験を必要とする業務を行なう係
長、保健師長又は看護師長

２　高度な知識又は経験を有する係長、保健師係長、
管理栄養士係長、保育士係長及び看護師係長

３　特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う
主任

６級
１ 課長、議会事務局長、センター長、所長、室長、
教育次長、農業委員会事務局長及び参事 ６級

１　課長、室長、局長、次長又は主査
６級

高度な知識又は経験を有する課長補佐、所長補佐、
館長補佐、室長補佐、局長補佐、次長補佐

２ 高度な知識又は経験を有する課長補佐、所長補
佐、室長補佐及び主幹の職務

２ 高度な知識又は経験を必要とする業務を処理する
課長補佐、室長補佐、局長補佐、次長補佐、館長、所
長、主幹及び主任保育士
３ 特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行な
う保育士長又は看護師長

７級 ７級
１ 高度な知識又は経験を必要とする業務を処理する
課長、室長、局長、次長、館長又は主査 ７級

　課長、局長、所長、室長、教育次長、館長及び参事

２ 特に高度な知識又は経験を必要とする業務を処理
する所長（町長の承認を得たものに限る。）

８級 ８級 ８級 　総務課長、相当の高度な知識又は経験を有する課
長、局長、所長、室長、教育次長、館長及び参事

行政職給料表級別職務分類表

２　高度な知識又は経験を有する主任、主任技師、主
任保健師、主任管理栄養士、主任保育士及び主任看護
師

伯　　耆　　町（案）
行政職給料表級別職務分類表行政職給料表級別職務分類表

岸　　本　　町 溝　　口　　町

　総務課長、相当高度な知識又は経験を有する課長、
議会事務局長、センター長、室長、教育次長及び農業
委員会事務局長の職務

　特に高度な知識又は経験を必要とする業務を処理す
る課長、室長、局長、次長、館長又は主査

　高度な知識又は経験を有する課長、議会事務局長、
センター長、所長、室長、教育次長、農業委員会事務
局長及び参事の職務
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職務
の級 職種 職　務　の　内　容 職務

の級 職　務　の　内　容 職務
の級 職　務　の　内　容

(1)電話交換手の職務 (1)電話交換手の職務 (1)電話交換手の職務

(2)調理師の職務

(3)自動車運転手の職務

(4)その他これらに準ずる職務 (3)調理師、調理員（以下「調理師等」という。）の職務 (3)調理師の職務

(1)用務員の職務 (4)自動車運転手の職務 (4)自動車運転手の職務

(2)給食調理員の職務

(3)家庭奉仕員の職務

(4)労務作業員の職務 (6)その他これらに準ずる職務

(1)相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務 (1)相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務 (1)相当の技能技能又は経験を必要とする電話交換手の職務

(2)相当の技能又は経験を必要とする調理師の職務

(3)相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

(4)その他これらに準ずる職務 (3)相当の技能又は経験を必要とする業務を行う調理師等の職務 (3)相当の技能技能又は経験を必要とする調理師の職務

(1)相当の技能又は経験を必要とする用務員の職務 (4)相当の技能技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

(2)相当の技能又は経験を必要とする給食調理員の職務

(3)相当の技能又は経験を必要とする家庭奉仕員の職務

(4)相当の技能又は経験を必要とする労務作業員の職務 (6)その他これらに準ずる職務

(1)高度の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務 (1)高度の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務 (1)高度の技能技能又は経験を必要とする電話交換手の職務

(2)高度の技能又は経験を必要とする調理師の職務

(3)高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

(4)その他これらに準ずる職務 (3)高度の技能又は経験を必要とする業務を行う調理師等の職務 (3)高度の技能技能又は経験を必要とする調理師の職務

(1)高度の技能又は経験を必要とする用務員の職務 (4)高度の技能技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

(2)高度の技能又は経験を必要とする給食調理員の職務

(3)高度の技能又は経験を必要とする家庭奉仕員の職務

(4)高度の技能又は経験を必要とする労務作業員の職務 (6)その他これらに準ずる職務

(1)特に高度の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務 (1)数名の電話交換手を直接指揮監督する組長の職務 (1)特に高度の技能技能又は経験を必要とする電話交換手の職務

(2)特に高度の技能又は経験を必要とする調理師の職務 ４級

(3)特に高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

(4)その他これらに準ずる職務 (3)数名の調理師等を直接指揮監督する主任の職務 (3)特に高度の技能技能又は経験を必要とする調理師の職務

(1)特に高度の技能又は経験を必要とする用務員の職務 (4)特に高度の技能技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

(2)特に高度の技能又は経験を必要とする給食調理員の職務

(3)特に高度の技能又は経験を必要とする家庭奉仕員の職務

(4)特に高度の技能又は経験を必要とする労務作業員の職務 (6)その他これらに準ずる職務

５級 (1)多数の電話交換手を直接指揮監督する組長の職務

(2)多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長の職務

(3)多数の調理師等を直接指揮監督する主任の職務

(4)多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長、係長の職務

６級

技能
職員

数名の技能労務職員等を直接指揮監督する長で相当の経験を有する者又はこ
れに相当する者の職務

労務
職員

数名の技能労務職員等を直接指揮監督する長で相当の経験を有する者又はこ
れに相当する者の職務

(5)高度の技能技能又は経験を必要とする用務員等の職務

(2)特に高度の技能技能又は経験を必要とする一般技能職員の職務

岸　　本　　町 溝　　口　　町 伯　　耆　　町（案）
技能労務職級別職務分類表 技能労務職級別職務分類表 技能労務職級別職務分類表

(2)一般技能職員（物の制作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事
する職をいう。以下同じ。）の職務

(5)用務員、労務作業員、洗濯婦等（以下「用務員等」という。）の職務

１級

(2)相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

２級 (4)相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

(5)数名の用務員等を直接指揮監督する主任又は特に困難な業務を行う用務員
等の職務

１級

２級

３級

技能
職員

労務
職員

技能
職員

労務
職員

４級

５級
労務
職員

技能
職員

労務
職員

技能
職員

数名の技能労務職員等を直接指揮監督する長又はこれに相当する者の職務

(4)高度の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

(5)相当数の用務員等を直接指揮監督する主任の職務

３級

(2)数名の一般技能職員を直接指揮監督する職長の職務技能
職員

労務
職員

(2)高度の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

数名の技能労務職員等を直接指揮監督する長又はこれに相当する者の職務

(2)一般技能職員（物の制作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事
する職をいう。以下同じ。）の職務

(5)用務員、業務員、給食調理員、家庭奉仕員、労務作業員、洗濯婦等（以下
「用務員等」という。）の職務

１級

(2)相当の技能技能又は経験を必要とする一般技能職員の職務

(5)相当の技能技能又は経験を必要とする用務員等の職務

２級

３級

(2)高度の技能技能又は経験を必要とする一般技能職員の職務

(4)数名の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長、係長の職務

６級

数名の技能労務職員等を直接指揮監督する長で相当の経験を有する者又はこ
れに相当する者の職務

(5)特に高度の技能技能又は経験を必要とする用務員等の職務

４級

数名の技能労務職員等を直接指揮監督する長又はこれに相当する者の職務

５級
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協議項目

連番

1

杉原良仁 草原啓司地域開発関係事業企画部会

岸　　本　　町 溝　　口　　町

各種事務事業の取扱い１７　使用料手数料の取り扱い

幹事長専決事項

調整方法課題・問題点

備考

農村環境改善センターの使用料

　使用においては、条例に定める額を納めるこ
ととする。
　ただし、公共的な使用及び町長が特別な理由
があると認めるときは、使用料を減額し、又は
免除することが出来る。

　なお特殊な電灯および電力又はプロパンガス
を使用する場合は、①②のとおり使用料を徴収
する。
　（生活研修室に適用）
　①特殊な電灯及び電力（発酵器）
　　１回につき（１台あたり）１００円
　②プロパンガス１ｍ3につき２６０円

　施設使用料は別表のとおり

農村環境改善センターの使用料

　使用においては、条例に定める額を納めるこ
ととする。
　ただし、公共的な使用及び町長が特別な理由
があると認めるときは、使用料を減額し、又は
免除することが出来る。

　施設使用料は別表のとおり

　岸本町の農村環境改善センターと、溝口町の環境改善セ
ンターでは、使用目的、管理について異なる点が多い。

現行のまま新町に引き継ぐ。
使用料における冷暖房の加算割合は
岸本町の例による。

８





行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

2

可燃ごみ投入手数料 平成16年4月1日改正 可燃ごみ投入手数料

平成14年度の状況 収入額　931,250円
注）1回当りの料金

平成14年度の状況 収入額　1,800,000円 推計

一般廃棄物処理手数料 一般廃棄物処理手数料 ・事業系一般廃棄物可燃ゴミ投入手数料が異な
る。

合併時に岸本町の例により
一元化する。

溝　　口　　町 調整方法課題・問題点岸　　本　　町

幹事長専決事項

永見文夫 野坂博文環境衛生関係事業住民環境部会 ワーキンググループ名

備考各種事務事業の取扱い17　使用料、手数料等の取り扱い

重　　　　　量 手数料（円） 重　　　　　量 手数料（円）

50kg未満 500 50kg未満 500

50kg以上100kg未満 1,000 50kg以上100kg未満 1,000

100kg以上200kg未満 2,000 100kg以上500kg未満 2,000

200kg以上300㎏未満 3,000 500kg以上1ｔ未満 4,000

300㎏以上400㎏未満 4,000 1ｔ以上1.5ｔ未満 6,000

2ｔ以上 10,000

400㎏以上500㎏未満 5,000 1.5ｔ以上2ｔ未満 8,000

700㎏以上800㎏未満 8,000

500㎏以上600㎏未満 6,000

事業活動に伴って生じた可燃ごみをクリンセンターにお
いて処理しようとする者は上記の手数料を支払わなけれ
ばならない。

*この手数料は、西伯町ほか二か町清掃施設管理組合で定めら
れたもの。

＊料金は、西伯町ほか二か
町清掃施設管理組合の決定
に準ずる。

事業活動に伴って生じた可燃ごみを清掃センターにおいて
処理しようとする者は上記の手数料を支払わなければなら
ない。

800㎏以上900㎏未満 9,000

900㎏以上1ﾄﾝ未満 10,000

600㎏以上700㎏未満 7,000
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

1

健康増進棟施設使用料（1人1回当り）

※冷房・暖房期間中は1時間当り60円を加算する。

スキーリフト

保健福祉棟施設使用料（1質1時間当り）

観光リフト

貸しスキー等

町民で介護保険に
よる要支援、要介
護認定者

要介護者 － －

町民で身体障害者
手帳の保持者。障害者 無料 無料 300円

70歳以上の町民
に限る。高齢者 － － 300円

事務局 ワーキンググループ名

備考各種事務事業の取扱い17　使用料、手数料等の取り扱い

幹事長専決事項

斉下正司

岸本町保健福祉センター使用料

現行のとおり新町に引き継
ぐものとする。

溝　　口　　町 調整方法課題・問題点岸　　本　　町

　各種公共施設のうち、一方の町にのみに設置されている施設の使用料

一方の町にのみ設置されている主な施設の使用料事例

神奈備ふれあい会館使用料

備考

大人用回数券11
回綴5,000円一般 無料 300円 500円

区分 乳幼児 小中学生 高校生以上

町が事業主体と
なって実施する健
康増進事業等の
参加者

介護予防及
び保健事業
等の参加者

無料 無料 300円

入
浴
料
・
プ
ー
ル
利
用
共

プ
ー
ル
の
み

一般

300円

無料 300円 300円

室名 時間帯 室使用料 冷暖房使用料

保健福祉棟
開館時間内 520円 520円

保健福祉棟
開館時間外 1,050円 520円

大会議室
全室使用

大会議室
部分使用

保健・健康づくり・福祉・介護支援のための事業又は
町長が認める事業以外に使用は許可しない。その他の室

保健福祉棟
開館時間内 310円 310円

保健福祉棟
開館時間外 630円 310円

室名 1時間当りの利用料金

多目的室 600円

茶室 400円

その他の室 400円

第１～３リ
フト

区分

午前券 午後券 １日券

１１回券 ナイター券

¥3,000 ¥3,000

¥3,300 ¥3,300 ¥4,600

料金

料金
区分

片道券 往復券

¥300 ¥500

ストックスキー板

¥400
スノーボードセット

¥2,000

¥1,300

スキーセット
¥2,000

終日

料金

１回券

¥300

区分

第３リフト

スキー靴

¥800

スノーボード靴
¥1,000

スノーボード板
¥1,500

　索道利用料
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

事務局 ワーキンググループ名

備考各種事務事業の取扱い17　使用料、手数料等の取り扱い

幹事長専決事項

斉下正司

溝　　口　　町 調整方法課題・問題点岸　　本　　町

【使用料】 【利用料】

 　平成10年度に整備した丸山ふれあいの森キャンプ場の

　使用料。

〇使用料は１泊２日で１人１００円。

　年度によりばらつきがあるものの、年間約200人前後の使用

　がある。

【使用料】 ※2000/10/6～2001/4/27まで地震で被災のため休館。

テニスコート使用料 ※冬期間休館

１面１時間あたり 単　　位 ：円

【利用料】

※暖房期間中の午前８時から午後５時までの間については、１時間
あたり３０円を、午後５時以降については、１時間あたり２，１００円を
加算する。

県内の小・中・高校の

クラブ練習等

午前６時～９時の

早朝一般利用

町内の小・中学のクラブ

練習及び町主催の大会等

町民が半数

その他一般

区分

室名等 １時間あたりの利用料金

　桝水フィールドステーション利用料

¥250
¥500
¥300

¥600

おにっ子
ランド

鬼の像・おにっ子
ランドセット

小人(３才～中学生)

レクチャールーム ¥400

展示・案内ルーム ¥300

300

300

ｽﾎ ﾟー ﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾙ ｰﾑ ¥300
農産物直売コーナー ¥300

町　　　　内

混　　　　合

600

－

特別減免

（平日利用）

丸山ふれあいの森キャンプ場使用料

300

ナイター料金

600

対　象　者

おおむね町民

区　　　　分 使用料金

特別減免

（平日利用）

310

630

1,260

630

無料

310

一　　　　般

早朝割引

　テニスコート使用料

鬼の像
小人（小、中学生）

大人（高校生以上）

おにっ子ランド・鬼の像（ミュージアム）の利用料金

料金

¥150

¥300

大人（高校生以上）

小人(３才～中学生)

大人（高校生以上）

¥400
¥250

¥500

¥200

個人

¥200

¥400

団体(15人以上)
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

事務局 ワーキンググループ名

備考各種事務事業の取扱い17　使用料、手数料等の取り扱い

幹事長専決事項

斉下正司

溝　　口　　町 調整方法課題・問題点岸　　本　　町

・使用料は条例に定めるとおりとする。

個人

団体 施設使用料
午　前 午　後 夜　間 昼　間 昼夜間 全　日

9時～ 13時～ 18時～ 9時～ 13時～ 9時～

12時 17時 22時 17時 22時 22時

  注）団体は、20名以上の団体。 3,000 3,000 4,000 6,000 7,000 9,000

3,600 3,600 4,800 7,200 8,400 10,800

4,000 4,000 5,000 8,000 9,000 12,000

4,800 4,800 6,000 9,600 10,800 14,400

6,000 6,000 7,000 11,000 12,000 16,000

8,000 8,000 9,000 14,000 15,000 20,000

200 200 200 400 400 500

・前記料金は基本料金とする

・使用者が町外者の場合は、前記料金に20％を乗じた金額

　を加算する。

・Ａ区分は、営利目的以外で入場料等を徴収しない場合

・Ｂ区分は、営利目的以外で入場料等を徴収する場合

・冷暖房設備を使用する場合は、施設使用料金に30％を乗

　じた金額を加算する

・控室のみ使用することは認めない。

　乗じた金額を加算する。ただし、夜間は基本的に超過を

　　認めない。

設備器具使用料

別表のとおり

　写真美術館観覧料 　鬼の館使用料、手数料等の取り扱い

控　　　　室

平　　　　日

土・日・休日

時間区分

室　名

・Ｃ区分は、営利目的で使用する場合で、入場料等を徴収する場合

・超過時間は1時間のみ認め、その料金は使用時間帯の30％を

　
ホ
ー
ル

Ａ
平　　　　日

土・日・休日

Ｂ
平　　　　日

土・日・休日

Ｃ

特別観覧料 町長がその都度定める額

定期観覧料 4,000

普通観覧料
300 500 800

200 400 700

小・中学生高校生・大学生 一般

（単位　円）
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

1

単位　円 単位　円
県補助金 県補助金

2,279,000 2,027,000 　

八郷線

根雨線 広域路線

八郷線 2,027,000

　

2,279,000

・赤字相当額を補助する。 ・赤字相当額を補助する。
・補助金の８０％を特別交付税で措置される。 ・補助金の８０％を特別交付税で措置される。

根雨線

賀野・岩屋谷

1,714,000

156,000

31,000

636,000

331,000

合計 2,279,000

396,000

1,714,000

156,000

31,000

14,247,000

二部線

赤字バス路線の運行に補助金を交付して路線を維
持し、交通弱者の通学、通院等の交通機関を確保
する

岸本町内線
（循環線）

町補助金

8,704,000

路線名

生活路線

補助額

10,983,000

331,000

636,000

現行どおり新町に引き継ぐ

１日ノ丸自動車と調整を行い現行ど
おり路線を維持する。

２路線を維持するため、現行どおり
補助を行う。

路線名 町補助金 補助額

１　運行業者（日ノ丸自動車）との調整が必要である。

２　現行の路線を維持するため引き続き補助が必要となる。

生活路線
日光・桝水線

根雨線

7,467,427

746,998

3,669,791

合計 11,884,216

3,669,791

13,911,216

2

平成１４年度日ノ丸バス運行補助金 平成１4年度日ノ丸バス運行補助金

交通弱者の通学，通院等の交通機関を確保するた
め，赤字バス路線の運行に補助金を交付し、路線の
維持を図る。

9,494,427

746,998

広域路線

396,000

二部・江尾線

岸　　本　　町

バス路線維持対策補助金 バス路線維持対策補助金

西部地区消防操法大会出場補助金
　西部消防操法大会に出場する分団の技術向上を
図るため、大会当日までの訓練等に必要な経費を
交付する。
補助金額　１分団あたり　７０，０００円

（参考）
１５年度実績
　自動車ポンプ操法の部　本部分団　70,000円
　小型ポンプ操法の部　　第３分団　70,000円
　　　　　　　　　　　　　 　計　140,000円

１　溝口町に補助制度がない。
２　岸本町は訓練の動員費（費用弁償）をこの
　補助金で措置しているのに対し、溝口町は費
　用弁償で支払っている。

合併時に廃止する。

（参考）
溝口町の例により西部地区消防操法
大会に出場する分団（団員）に対し
出場選手分は正規の費用弁償を支払
うように調整する。
　ただし、予算で上限を設定する。

調整方法溝　　口　　町 課題・問題点

総務部会

幹事長専決事項

岡田賢治 井澤宏和消防防災関係事業/補助金、交付金の取り扱い

各種事務事業の取扱い18補助金、交付金の取扱い 備考
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協議項目

連番

3

4

幹事長専決事項

交通安全母の会補助金

各種団体の運営費の補助を行い、円滑な活動を
図る。
全家庭の母親が一体となって地域の交通安全を
図るため、必要な施策を協議推進する。
活動内容
交通安全思想の普及徹底
交通安全検討会・講習会の開催

定額補助
岸本町母の会連合会　　　　　20，000円
岸本中学校保護者の会 　 　　20，000円
岸本小学校母の会　　　  　　20，000円
八郷小学校母の会　　　  　　20，000円
こしき保育所母の会　　　　　10，000円
ふたば保育所母の会　　　　　10，000円
あさひ保育所母の会　　　　　10，000円

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点

交通安全母の会補助金

各種団体の運営費の補助を行い、円滑な活動を
図る。
交通安全意識の高揚を図り、交通事故から子供
を守り明るいまちづくりに寄与する。
活動内容
各種交通安全運動への参加
児童通学時の保護誘導

定額補助
溝口町母の会連合会　　　 　30，000円
溝口小学校母の会 　 　     15，000円
二部小学校母の会　　　 　　15，000円
日光小学校母の会　　　 　　15，000円
溝口保育所母の会　　　 　　15，000円
二部保育所母の会　　　　 　15，000円
日光保育所母の会　　　　 　15，000円

１８．補助金、交付金の取り扱い

杉原良仁 片平道也交通安全事業企画部会

備考

合併後に一元化の方向で調整する。
なお、補助金額は次のとおりとする。
 母の会連合会    　４０，０００円
 各中学校保護者の会１５，０００円
 各小学校母の会    １５，０００円
 各保育所母の会    １５，０００円

①補助金の額に差異がある
②岸本町のみ中学校保護者会へ補助金を交付している
③溝口町中学校保護者会で補助事業を実施するか調整
が必要
④母の会連合会の一元化が必要

調整方法

各種事務事業の取扱い

老人クラブ交通安全指導員協議会補助金

運営費の補助を行い円滑な活動を図る。
町は岸本町老人クラブ連合会から推薦のあった
者に老人クラブ交通安全指導を委嘱し、協議会
を組織している。その活動に対して補助金を出
している。
定額補助　　　５０，０００円

該当事業なし 岸本町のみ事業実施 岸本町の例により、新町に引き継ぐ。
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

5 ＊岸本町のみの制度

＊PTA活動の財源となっている。
集団回収事業を実施することにより、リサイクル、資源保護
意識の醸成を図る。

２校実施で年２回の取組み

収集量1kgあたり３円の補助

住民環境部会 ワーキンググループ名

備考各種事務事業の取扱い18 補助金、交付金等の取り扱い

幹事長専決事項

永見文夫 野坂博文環境衛生関係事業

溝　　口　　町 調整方法課題・問題点岸　　本　　町

現在は、各小学校のＰＴＡが実施する、集団回収事業に対し
て補助金を出している。その他の団体は現在はない。
収集品目：古紙、アルミ缶、酒・ビールビン等資源ゴミ

合併後、岸本町の例により
新たに定める

資源集団回収補助金 該当事業なし
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名

合併協定項目

連番
　

　ふれあい祭補助金 　 該当なし 岸本町のみ事業を実施している。　 　岸本町の例により新町に引き継ぐ。
【目的】
　町民交流はもとより近隣市町村や都市との交流を通して、 　当面は現行のとおりとし、合併後
岸本町の魅力をアピールする。 ３年以内に算定方法の見直しを行う。
　豊かな自然と多様な産品・心やさしいもてなしにより多くの
来訪者に楽しんでいただくとともに、イベントを通じて地域の
つながりを深める。
【内容等】
○期日 例年１０月下旬

6 ○場所 大山ガーデンプレイス
○内容 農産物・鮮魚・加工品・工芸品の販売

交流コーナー（竹馬競争・水鉄砲）
抽選会 等

○事業概要 別添のとおり（１４年度開催要項）
○申請者 森と清流の里ふれあい祭実行委員会
○補助金 ６００，０００円（補助率：定額）

　岸本町商工会補助金 　溝口町商工会補助金 ・商工会の統合は現在調整中であるが、町の 　現行どおり新町に引き継ぐ。
【目的】 【目的】 合併後となり、時期は未定である。
　町商工業の推進の観点に立って、商工会へ運営費と岸本駅 　　町商工業の推進の観点に立って、溝口町商工会の充実
業務費の補助をすることにより、岸本町商工会の充実振興を 振興を図る。 ・岸本町商工会のみに駅維持管理等の補助
図る。 【内容等】 がある。 　当面現行どおり新町に引継ぎ、合併後
【内容等】 　商工会運営費の補助をする。 　に商工会の統合に向けての動向を見な

・商工会法では、合併時に直ちに商工会が 　がら調整する。
7 ・商工会運営費補助金 2,100,000円（定額補助） 　　商工会運営費補助金 2,500,000円（定額補助） 統合しなければならないとはされていない。

　　　　　　　　　　商工会一般補助金 （合併時に旧町商工会として存続可）
・岸本駅業務費補助金 2,500,000円（定額補助）

　　　　　　　岸本駅維持管理等補助金
　計 4,600,000円（定額補助）

・ 補助金は4期に分けて支払う。
第1期 8月 1,150,000円
第2期 10月 1,150,000円
第3期 12月 1,150,000円
第4期 2月 1,150,000円
　計 4,600,000円

飲食コーナー（うどん・やきそば・カレーライス等）

　商工会運営費と岸本駅業務費の補助をする。

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点 調整方法

１８　補助金､交付金の取扱い 各種事務事業の取扱い 備考

幹事長専決事項

産業経済部会 梅原　久義 農林水産事業･商工事業 責任者 大橋･谷口
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名

合併協定項目

連番 岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点 調整方法

１８　補助金､交付金の取扱い 各種事務事業の取扱い 備考

幹事長専決事項

産業経済部会 梅原　久義 農林水産事業･商工事業 責任者 大橋･谷口

　林道（単町補助）事務 　岸本町のみ事業を実施している。 　岸本町の例により、新町に引き継ぐ。
【目的】
　集落及び生産森林組合が林道を新設する場合、県補助金
残の３割以内を補助する。また、県の補助対象事業となら
ない事業については、道路幅員２．５ｍ以上、事業費１０
万円以上１２０万円以下の場合５割以内を補助する。町独
自の補助制度。
【内容等】
（事務内容）
　年末の区長会に提出し、要望を取りまとめ当初予算に
計上する。補助金交付決定や着手完了等の事務及び現地

8 検査により補助金を交付する。
事業名

１．対象事業費10万円以上
　　120万円以下
２．道路幅員2.5ｍ以上
１．国、県補助金を除いた残
　　額に対する割合とする

【平成１５年度実績】
　　○事業主体 丸山生産森林組合（１５年度）
　　○事業位置 岸本町丸山字後谷
　　○事業規模 延長８０ｍ 幅員３．５ｍ
　　○事業費 ９４８，０００円
　　○町補助額 ４７４，０００円（１/２）

　造林（単町補助）事務 　岸本町のみ事業を実施している。 　岸本町の例により、新町に引き継ぐ。
【目的】
　部落及び生産森林組合の所有する山林を造林等する場合
県補助金残の３割を補助する。
　町独自の補助制度。
【内容等】
（事務内容）
　年末の区長会に提出し、要望を取りまとめ当初予算に

9 計上する。補助金交付決定や着手完了等の事務及び現地
検査により補助金を交付する。
事業名

１．対象事業費10万円
以上120万円以下
２．国、県補助金を除
いた残額に対する割合

林　　道

補助負担率

５割以内

３割以内

備　　　考

造林

間伐

13年度 福原生産森林組合
14年度 大原区

補助負担率

３割以内

備　　考

実績 実施主体
12年度 丸山生産森林組合

20



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名

合併協定項目

連番 岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点 調整方法

１８　補助金､交付金の取扱い 各種事務事業の取扱い 備考

幹事長専決事項

産業経済部会 梅原　久義 農林水産事業･商工事業 責任者 大橋･谷口

　岸本町産業活性化事業（単町補助）事務 　岸本町のみ事業を実施している。 　岸本町の例により、新町に引き継ぐ
【目的】
　地域の特性を生かした魅力あるふるさとづくりを促進し、地
域の活性化を図る。
【内容等】
○補助対象者 各種団体等
○補助対象事業 自然・文化・社会・経済状況等の地

域の特性を生かしながら、地域振興
10 を目的として行なう特産品開発や地

場産業の振興事業とする
○補助実績 平成11年度 以降実施無し

平成10年度 農産物直売所の建設
平成8年度　地鶏「ピヨ」の導入

○事務内容
　年末の区長会に提出し、要望を取りまとめ当初予算に
　計上する。補助金交付決定や着手完了等の事務及び現
　地検査により補助金を各年度に交付する。
事業名

１．対象事業費5万円以上
　　100万円以内
２．事業期間は2ケ年以内
１．対象事業費はハード事業
　　の1割以内

　岸本町大型共同利用機械導入及び共同利用施設設 　岸本町のみ事業を実施している。 　岸本町の例により新町に引き継ぐ。　
　置事業補助金
【目的】
　農業機械の過剰導入を避け、効率的な機械利用を促進
するとともに、集落営農集団の組織化と強化を支援する。
【内容等】
　　町が認定した生産組合（農事実行組合）、協業組合、
　農業生産法人の共同利用利用機械導入や共同利用施設
　整備に対し、補助を行う。

11
１．大型共同利用機械購入
　　（購入単価1台につき100万円以上）
　≪補助率≫
　①生産団体を新規に設立し導入する場合　･･･20％
　②既存の生産団体の新既の機種導入の場合･･･20％
　③導入済機械を更新する場合　　　　　　･･･10％

２．共同利用施設整備
　　（新・増・改築、1件50万円以上500万円を限度）
　≪補助率≫
　40％（国、県補助も含めて最高４０％）

ハード事業

補助負担率

5割以内

ソフト事業 5割以内

備　　　考
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